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音声教材と学習者用デジタル教科書に係る参照条文 

 

 

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 

（平成 20 年法律第 81 号） 抄 
 

（目的） 

第一条 この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教

科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずるこ

と等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図り、もって障害その他の特性の有無にかか

わらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的と

する。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用

に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書（以下「教科用拡大図

書」という。）、点字により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の

学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをい

う。 

２～５ （略） 

 

（教科用図書発行者による電磁的記録の提供等） 

第五条 教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行をする検定教科用

図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行を

する者に適切に提供することができる者として文部科学大臣が指定する者（次項において「文部

科学大臣等」という。）に提供しなければならない。 

２ 教科用図書発行者から前項の規定による電磁的記録の提供を受けた文部科学大臣等は、文

部科学省令で定めるところにより、教科用特定図書等の発行をする者に対して、その発行に必

要な電磁的記録の提供を行うことができる。 

３ （略） 
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学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号） 抄 

 

第三十四条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著

作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。 

２ 前項に規定する教科用図書（以下この条において「教科用図書」という。）の内容を文部科学大

臣の定めるところにより記録した電磁的記録（略）である教材がある場合には、同項の規定にか

かわらず、文部科学大臣の定めるところにより、児童の教育の充実を図るため必要があると認

められる教育課程の一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。 

３ 前項に規定する場合において、視覚障害、発達障害その他の文部科学大臣の定める事由に

より教科用図書を使用して学習することが困難な児童に対し、教科用図書に用いられた文字、

図形等の拡大又は音声への変換その他の同項に規定する教材を電子計算機において用いるこ

とにより可能となる方法で指導することにより当該児童の学習上の困難の程度を低減させる必

要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、教育課程の全部又は一部に

おいて、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。 

４・５ （略） 

 

 

学教法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号） 抄 

 

第五十六条の五 学校教育法第三十四条第二項に規定する教材（以下この条において「教科用

図書代替教材」という。）は、同条第一項に規定する教科用図書（略）の発行者が、その発行する

教科用図書の内容の全部（略）をそのまま記録した電磁的記録である教材とする。 

２ 学校教育法第三十四条第二項の規定による教科用図書代替教材の使用は、文部科学大臣

が別に定める基準を満たすように行うものとする。 

３ 学校教育法第三十四条第三項に規定する文部科学大臣の定める事由は、次のとおりとする。 

一 視覚障害、発達障害その他の障害 

二 日本語に通じないこと 

三 前二号に掲げる事由に準ずるもの 

4 学校教育法第三十四条第三項の規定による教科用図書代替教材の使用は、文部科学大臣が

別に定める基準を満たすように行うものとする。 
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学校教育法第 34 条第２項に規定する教材の使用について定める件 

（平成 30 年文部科学省告示第 237 号） 抄 
 

第一条 学校教育法第三十四条第二項（同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七

十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）に基づ

き、同法第三十四条第一項（同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一

項及び第八十二条において準用する場合を含む。）に規定する教科用図書（以下この条及び次

条において「教科用図書」という。）に代えて同法第三十四条第二項に規定する教材（以下「教科

用図書代替教材」という。）を使用するに当たっては、次の各号に掲げる基準を満たすように行

わなければならない。 

一 教科用図書を使用する授業と教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用する授業を

適切に組み合わせた教育課程を編成すること。また、当該教育課程において教科用図書に代

えて教科用図書代替教材を使用する授業の授業時数が、各学年における各教科及び特別の

教科である道徳のそれぞれの授業時数の二分の一に満たないこと。 

二 教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用する授業は次に掲げる基準を満たすもの

であること。 

イ 児童又は生徒が一人につき一冊の当該教科用図書を使用することができるようにしておく

こと。 

ロ 児童又は生徒が一人につき一台の電子計算機において当該教科用図書代替教材を用い

ること。 

ハ 採光及び照明を適切に行うことその他児童又は生徒の健康を保護する観点からの適切な

配慮がなされていること。 

ニ 電子計算機その他の機器の故障により学習に支障を生じないよう適切な配慮がなされてい

ること。 

三 教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用した指導方法の効果を把握し、当該指導

方法の改善に努めること。 

 

第二条 学校教育法第三十四条第三項（同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七

十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）に基づき、教科用図書に代えて教

科用図書代替教材を使用するに当たっては、前条各号（第一号後段を除く。）に掲げる基準に加

え、次の各号に掲げる基準を満たすように行わなければならない。 

一 教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用した指導において、児童又は生徒の学習

上の困難の程度を低減させる観点から、当該児童又は生徒に係る学校教育法施行規則第五

十六条の五第三項各号に掲げる事由に応じた適切な配慮がなされていること。 

二 教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用する授業の授業時数が、各学年における

各教科及び特別の教科である道徳のそれぞれの授業時数の二分の一以上となる場合には、

児童又は生徒の学習及び健康の状況の把握に特に意を用いること。 
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著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）抄 

（同一性保持権） 

第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反し

てこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 

一 第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の二第一項、

第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における

用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの 

二～四 （略） 

 

（教科用図書等への掲載） 

第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用

図書（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三十四条第一項（同法第四十九条、第四

十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）に

規定する教科用図書をいう。以下同じ。）に掲載することができる。 

２ 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、

同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化

庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 

３・４ （略） 

 

（教科用図書代替教材への掲載等） 

第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度

において、教科用図書代替教材（学校教育法第三十四条第二項又は第三項（これらの規定を同

法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用

する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により教科用図書に代えて使用することが

できる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。）に掲

載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用する

ことができる。 

２ 前項の規定により教科用図書に掲載された著作物を教科用図書代替教材に掲載しようとする

者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣

旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、前条第二項に規定する補償金の額

その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者

に支払わなければならない。 

３ （略） 

 

(教科用拡大図書等の作成のための複製等) 

第三十三条の三 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により
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教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するた

め、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該

著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。 

２ 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当

該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項に

おいて「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発

行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場

合にあつては、第三十三条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方

法により算出した額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。 

３ （略） 

４ 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二

十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物

に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該

著作物を利用することができる。 

 

（学校その他の教育機関における複製等） 

第三十五条 学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）において教

育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とす

る場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただ

し、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不

当に害することとなる場合は、この限りでない。 

２ 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直

接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用す

る場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述

して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受け

る者に対して公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。）を行うことがで

きる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利

益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 

 

（視覚障害者等のための複製等） 

第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。 

２ 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に

記録し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能

化を含む。次項において同じ。）を行うことができる。 

３ 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者（以下この項及び第百二条

第四項において「視覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、

公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式（視覚及び他の知覚により

認識される方式を含む。）により公衆に提供され、又は提示されているもの（当該著作物以外の
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著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供

され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」とい

う。）について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難

な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声に

することその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信

を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しく

は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た

者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 
 

（翻訳、翻案等による利用） 

第四十七条の六 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著

作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。 

一 第三十条第一項、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三

十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項 翻訳、編曲、変形又は翻案 

二・三 （略） 

四 第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条 変形又は翻案 

五 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案 

六 （略） 

２ （略） 
 

（複製権の制限により作成された複製物の譲渡） 

第四十七条の七 第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項（第

一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。）若しくは第三項後段、第三十二条、第三十

三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の二第一項、第三十三

条の三第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、

第三十七条、第三十七条の二（第二号を除く。以下この条において同じ。）、第三十九条第一項、

第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二

項、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は

第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作

成された複製物（略）の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十条の三、第三十

一条第一項若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第

四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条

の二まで、第四十二条の三第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四

十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物（略）を

第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十三条

の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四

十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、

第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために

公衆に譲渡する場合（略）は、この限りでない。 


